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将来のあるべき医療提供体制の実現に向け、
各医療機関の自主的な取組等を促すととも
に、住⺠の医療提供体制に関する理解や、
適切な医療機関選択や受療が行われるよう、
今後とも更なるデータの収集と活用を通じ
て、より適切な推計方法に関する取組を進
めてください。

「地域医療構想策定ガイドライン（厚労省）」前文より抜粋





地域医療構想策定ガイドライン（厚労省）



備北（高梁・新見）地域医療構想調整会議
2022~2023

地域医療構想の協議を支援するために、各種データを可視化した情報



10. 尿路系 11. 性器 13. 移植 1.皮膚 2.筋骨格 3. 神経系 4.眼科 5.耳鼻 6.顔面口 7.胸部 8. 心脈管 9. 腹部
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地域に発生する医療需要（地域の住⺠から発⽣する診療行為の回数）

自分の病院は、そのうち何を何例 診療するか、決める

地域の病院が集まって、みんなで相談（足し算）

手が回らない診療行為は他の医療圏にお願いする（何を何例ぐらい）

高度急性期、急性期、回復期、慢性期別に

地域医療構想は病院主導で策定する



病院の経営が大事



病院経営の安定のためには

医業収入を増加させるより、倹約する方が効果的

なぜなら

医業における純利益は、医業収入のせいぜい1~5 %

1,000万円の純利益のためには １0億円の増収が必要



病院の中でのムダを省きましょう

１）病床数（＝看護師配置＝人件費）

２）エネルギーコスト

３）設備投資



地域医療構想策定ガイドライン（厚労省）

地域の医療機関による医療提供の継続 Going Concern

病院経営の安定



地域に発生する医療需要（地域の住⺠から発⽣する診療行為の回数）
の推計値を見て、

自分の病院は、そのうち何を何例 診療するか、決める

地域の病院が集まって、みんなで相談（足し算）

手が回らない診療行為は他の医療圏にお願いする（何を何例ぐらい）

高度急性期、急性期、回復期、慢性期別に

地域医療構想は病院主導で策定する


